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The　purpese　of 　this　paper　is　to　examine 重he　effgctiveness 　and 　ro！e　of
　urban 　planning　agreements 　i皿 local　cities　and

investigate　the　method 　of 　their　partnership　community 　planning．
Tlie　conclusions 　are ：

．1．Prompted　by　the　public　enterprise 　to
’
renew 　urban 　area ，　the　agreements 　aimed 　at　designing　townscapes 　in

accordance 　with 　them ．
2．The　agreements 　fill　thc　role 　of 　a　facilitater　to　establish 　a　tri・lateral　partnership　between 　residents ，　experts 　and 　local

authorities ，　and 　promote　variousi 　community −building　projects．
3．To　hold　conference ．chaired 　by　experts 　with 　the　assistance 　pho重os，　perspectives　and 　models 　could 　be　a　method 　of

partnership　com 皿 unity 　planning．，

　　KeJ 「1vords ：P’anningAgreement ，　Partnership　Com 〃iunity 　Planning ，　Jnner　Ciりノ，　Local 　City，　Toyvnscape，

　　　　　　　　　Conference　Tools

　　　　　　　　　まちづ く り協定、協 働型 ま ちづ く り、中心 市 街 地、地 方 都 市、街 並 み 景 観、協議 ツ ール
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1 ．　 は じめに

1 − 1　 研 究の 背景 と目的 ．

　 地方 都市の 中心市街地 の 多 くで は も 人 口 の 回復や 商店街の 再活性

化、モ ータ リゼーシ ョ
．
ン へ の 対応、住環境 の 改善等 をテーマ に、そ

の 再 生へ 向けた まち づ く りが 進め られ て い る ω 。まち づ く りの 取 り

組 み と して、まず街 区 ・街 路 形 態 上 の問 題 を解 決す る た め に、行 政

が 中心 とな っ て 土 地 区 画 整理 事 業 や 街 路 事 業 とい っ た 都 市 基 盤の 再

整 備が 行わ れ て い る。一
方で 近 年で は、主 に住 民や 建築士等 の まち

づ くりの 専門家 （以下 ： 専門家）が 中心 となっ て 街並み景観の 改善

や 町家 ・蔵 とい っ た歴史 的資 源の 保全 と活用 も積極 的に 行われ るよ
．
う に な っ て き た （2）。後者の 成功例は、特に 歴史的資源 が 豊宴に 現存

す る 地 区で 数多 く報告 さ れ て お り、中心市街 地の 再 生の 1 つ の 手法

と して 確立 しつ つ あ る。しか し前者 と後者が一体 とな っ た 「都市基

盤 の再 整備 と同時 に、街 並み 景 観の 改善 や 歴 史的資源 の 再 生等 によ

る 空 間 的魅力づ く り を住 民
・
専 門 家 ・

行政 が協働（3｝して 創造 的 に進

め て い く まち づ く り の形 」 は、歴史的資源 の 保全 ・活 用が困難な こ

と等 に よ り未だ手 法 と し て 確立 して いな い。本稿で は この よ うな ま

ち づ く りの 形 を 「街並み 再 生 ま ち づ く り」 と nliび、地方 都市 の 中心

市街地 再 生 ま ちづ く りにお け る確 立 す べ き 1つ の 手 法 と考 え る1）。

　 と こ ろ で 近 年、まち づ く りの た め に主 に住 民 が 中心 と な っ て、地

区 を 限 定 した ル
ー

ル 2＞で あ る ま ち づ く り協 定 （4） （以 下 ：協 定） を 締

結す る事例 が 増加 して い る 3》。協定 は 自主的ルール を明文化 した も

の と して 、徐 々 にで はある が 確立 され た手法 とな りつ っ あ り、地方

都市の 中心市街地 にお い て も事例が増加 して い る。そ こ で 本研 究で

は、協定 は単 なるル
ー

ル で は な く、街並み 再 生 ま ち づ く りの 1つ の

手 法 にな り得 る と考 え る。しか し地 方 都 市 の 中心 市 街 地 に お け る 協

定 の 実 態 につ い て は明 らか に され て お らず、街 並 み再 生 ま ち づ．く り

に対 す る協 定 の 役 割 につ い て も明 らか に され て いな い 。

　そ こ で 本研究 で は、まず地方都市 の 中心市街 地を対象 と して 締結

済み の 協定 を抽 出 し、その 実態に つ い て調査 ・分 析 を行 っ た。次に

街並み 再生 まちづ く り が実現しつ つ あ る地区 に対 象を絞 り込 ん で 更

に調査 ・分析 を進め た 。研 究の 目的 は以下 の 3 つ で あう。  協 定の

実態 を、協定締結 の 契機、協定の 目的 と ま ち づ く りの 進行、空間 整

備の 方針、運営組織 の 体 制か ら明 らか にす る。  中心 市街地 再 生 の

た め の 街並 み 再生 ま ち づ く りに 対 す る協 定 の 役割 を 明 らか にす る。

  協定 に基づ く街並み 再生 まち つ く
．
りの 手 法 に つ いて 考察す る。

1− 2　 既往研究

　協定に 関する既往研 究で は、中井が首都 圏 と全 国 の 人 口 40万 人以

上 の都 市 を対 象 と した 研 究 4）に よ り、「協 定 の 定 義
・
類 型

・
規 定 内

容 ・法 制 度 」 につ い て 明 ら か に して い る。本 研 究 で は、こ の 研 究 の
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定義 と類 型、規 定 内容 を参 考に す る。そ して 市 街 地 整 備 に 関す る協

定 と して 「ま ち づ く り協定」 「景 観 協定 1 「建築 協定J 「地 区 計 画 協

定 」 を調 査 対 象 と した（5）。

　
一

方 市街地 整備 との 関係で 協定 に つ いて 論 じたもの は 数が 少な

　い 。近 年で は 山崎 らの研 究 5冫があ り、こ こ で は横 浜市の 代表 的な 商

店街の 整備 を対象 に して い る。地方都市 の 中心市街地 にお け る 市街

地整備 を対象 に した研究 は 無 い 。

　1 − 3　 研 究の 方法

　 地 方都市 の 中心 市 街 地 で締 結 され て い る協定 を 抽出 した 上 で 、以

下の 手 順 で 研 究 を進 め た。なお 協定 の 抽出方法 は以下 の 通 りで ある。
調 査対 象 と した 地 方都市 ：  平 成12年度まで に 「中心市街地活性化

基本計画」 を策定 した312都市（6）、    に該 当 しない 都 市で 平成

12年度 まで に まちづ く り　（景観 ）条例（7＞ （以 下 ： 「市 町条例」） を

制定 6）して い る 81都市、  と  を合計 した 393都 市 で あ る （s）。
調 査 の 方 法 ： 平成 13年 6 月 に 、「中心 市 街 地 活性 化基 本 計画1 及 び

ま ち づ く り （景 観）条例 の 自治体 の 担 当者 を対 象 と して、電話 に よ

り協定 締 結 地 区 の 存在 を確認 した （9）。

　 第 1 に、協定 の 実態 を 「協定締結 の契 機、協定 の 目的、まち づ く

りの 進行 （2 章）」 か ら明 らか にす る。調査 の 方法 は、協定が 存 在

する 地区 を対象 と して 、「協定書」 を入手 し そ の 読 み 込 み を行 っ た。
ま た平成 13年 9 〜ll月 に、自治 体の 担 当者 に 対 して郵 送 に よ る ア ン

ケ
ー

ト調 査（10 ）と ヒ ア リン グ調査 Cl！）を実施 した。

　第 2 に、協定 に 基 づ き 運 営組織 を設けて 空 間 整備 を 進め て い る 地

区 を対象 に して 、更 に 協定の 実態 を 「空間 整備 の方針 （3章 ） と運

営組織 の 体 制 （4 章）」 か ら明 らか に する。調査の 方法は、「協定書」

の読 み込み と、自治体の担 当 者と協定者 の 代表 に対 して ヒ ア リン グ

調査（12）を実施 した。

　第 3 に、協定に 基づ く街並 み 再 生ま ち づ く りが実 現 しつ つ あ る典

型的な 地 区 を抽 出 ・対象 と し て、街 並み 再 生 ま ちづ く りに 対 す る協

定の 役 割 を 明 らか に す る （5 章）。更 に協定 に 基 づ く街 並み 再生 ま

ちづ く りの 手 法 に つ い て 考察 す る （6 章）。調査 の方 法は、協定締

結地 区 に関 す る 「ま ちづ く り計画 書 」 を入 手 しその 読み 込 み を行 っ

た。ま た 協定締結地 区の 現 地に赴 き、自治体 の 担当者 と協定者の 代

表に対 して ヒア リン グ調 査〔13＞を実施 した。
1− 4　協定締結地区 が存在す る都市 ・地区

　協定の 締結 数 につ い て の 調査結果 を 表
一1と表一2に 示す。調 査対象

と した393 都 市の約 15％ に あた る 59 都市 に おい て、136の 協定 締結

地 区 が存在 した。表
一1 に示す様 に、協定締結地区が 1 つ だ け存在す

る都市が全体 の 約70 ％を 占め る。一
方 で、協定締結 地 区 が 7 つ 以上

存在す る都市が 6つ あ り．多い もの で は15地 区 存 在す る 都市が あっ

た。都市に よ っ て 協定 締 結 地 区 の 数 に 大 きな 差が 見 られ た。

2 ．協定締結 の 契機、及 び協 定の 目的 とまちづ く りの 進行

　本章で は 136の 協定締結地 区 を対 象 と して、協定締 結の 契機、及

び協定 の 目 的 と協定 に基 づ くまちづ く りの 進行 に つ い て 、「協定締

結 の 契 機」 「協定の 法的位 置づ け」 「協定 の 規定内容 」 「協定 に 基 づ

く空間 整備の 進行」 「協定 の 運 営組織 の 設置」 か ら明 らか に す る。
2− 1　 協定締 結の 契機

　協定締結の 契機 につ いて の 調査結果を表一3に示 す。空 間整 備 を伴

うまち づ く り公 共事業 （以 下 ：空間整備事業） で ある 「街なみ 環境
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整備事 業 （以下 ：街環事業） に よ る 美観整備 t を契機 とす る もの が

最 も多 く約40％ を 占め て お り、「街環事 業以 外 に よ る 美 観 整備 」 を

含 める 「街並み 整備事 業」 全 体 で は 約70 ％ と 大多 数 を 占 めて い る 。
同 じ く空間 整備 事 業 で あ る 「土 地 区 画 整理 事業」 と 「街 路 事業」 と

い っ た 「都市 基盤整 備 事 業」 を 契機 と す る も の は 約 20％ を 占 め次 に

多 い 。空間 整備事業 を 伴わ な い 住民 の 「ま ち づ く り会社等 による地

表一1 地方都市 中心 市 街 地 に お ける 協定の 数

1都市あた

りの 協定締

地 区の

　 市

　割合

1

協定締

240

　 768

％ 12％

34

磊

4

31，6

調査対象都市数 ：393都市

｛存在する都市 （割合） ： 59都市 （15％）

5678910 　 1112131415

2　 002101 　 00002

髦　0％ 0％ 3路　 2％ 0％ 2％　0％ 0％ 0％ 0％ 3％
ヒ締結地区数 の合計 ：136地区

表 一2　地方都市 中心市街 地 に お け る 協定締結地 区の
一

覧

足

結

期

建替 え

改修の
進行

協定 の

運営

組織

都市

NO．都 市 名
協定

NO 、
地 区

記 号

協定

締結

時期

建替 え

改修 の

瓱行

協定 の

運営

組 膚

5oo32 湖西市 69 西 H76Dx

11 ：43 戸 r70H137x 一
12o × 胆 7［ Hu ．i
7−
．3o

72 岡緬 A 　 S6L，1X 一
73 岡崎 B　 S6L6x 一

6x 一 74 岡崎 C　 S61．ア × 一
u 75 岡箇 D　 S618 × 一

76 岡崎 E　 S62 ．6x1．3−
7｝
9−
9

77 岡蘭 F　S62 ．11X π
XoOo 凾

oOo
78 岡崎 G　 S536 × 一

35 岡 崎市 79 岡崎 H　S63．12X 一
9x 一 8σ 岡餬 　　H13x 一
7o ○ 81 岡崎」　 ｝

．13．6 × 一
．3 × 鹵 82 岡崎 K 　 H5、】 × 一
6x 一

舘 岡崎 L　 H8 ．5x 一
iIx 斟 岡酳M 　H8 ．】1 × 一
6 85 岡崎 N　 1．llO．5x 一

δ ○ × 8δ O 　 H12 ．2X 一
万 o × 87 豊橋A 　 H7 ．3X 一
△
2oo

88 豊禍 B　 H7 ．3X 一×

o 89 豊僑C 　 H7、3 × 一
2X 一 go 豊橋 D 　 H7．3 × 一

36 皿橋 市

亙
Do ×

×

一
91 豊檎 E 　 H7 ．3K 一
92 豊矯 F 　 H9 ．3x 一
93 豊橋 GH12 ．3 × 一里

4

×
o

一
C ％ HH12 ．3X 一

4oo37
田 95H4 ．8x 一

乱
Do

96 一宮 AH54QX

97 一
宮 BH7 ．lo × 一

4 X 98 一宮 cH8 ．1X 一
9 × 一 38 一

宮市 99 一・
宮 DH8 、12 × 岫

7x 一 100 一宮 EH8 ．亅2x ■
2 × 一 101 一

宮 FHB ．12x 一
5 × 旧 102 一宮 GπH812XT

2
　
6

　

1Q ×

×

■ 且〔｝3 犬 山AH6 ．6o ○

104 犬 山 BH6 ．6 ○ 0
8　　
1
　

1
X lo5 犬山 CH65Qo

106 犬山 DH6 ．6Q ○

2 × 冒
K ，7 犬山 EH611Qo39 犬山市
108 犬 山 FH76oQ

9 X ：09 犬 山 GH7 ．7 ○ o
OoQ 110 犬 山 1H7 ．7ooD

　

2
　

21

　　
1　　
1

111 犬山 「 H7 ．90Q
oo 112 山 1H9 ．6一
o ○ 40 上　　　 Ll3 上野 H95
oo U4 長浜AH3 ．LoX
oo41

長 浜市
115BH6 ．10
116 彦根A 　H10 ．3ox5

　
2　
2Oooooo42

彦根 市 　 且L7 彦根 BHl23 ○ X

U8 彦根 CH127

6oo43 、　 山 　 　119 山 H121 x
百 ○ o 弱 r　 120

．．
1・1105X 一

6oo45 五 　 市　 121 五 H9．12x 冒
6oo46 三

L’
　 122 三

LH11．6
2oo47 山 市 　 123 福山 H128
2o ○ 48 三　　　　124 ＝ ｝173X1

2 ○ o49 山 囗 市 　 125 山 口 H76 ×

o 50 柳井 市 　 127 柳井 Hア．3 × 一
Q05 ↓ 下　r　 126 下 H710 ×

× 一 52 高 　市　 128 高知 H8．塵2x 一
x 一 53 129H138 ×

一
x 一 54 練早市　 130 棟早 H127x 一
× 一

且31 麗島 A　 H5 ．匸Oo0
× 一 55 麗咼南

1「3ウ B　 H125x 一
o56 田　　 133 田 　　H2 ．12ox
x57 日田 m 　 l34 日 田 　 Hl2 ．：ユ x

X 冒
巧8 池市 1a6H540

x 羽 59 八 　 　 　 136 八 H3 ヱ2X π　一一
召和．
．る いは

「H 亅 は平成 を示す，
「組織 がある こ と ， を示す．x は 「無い こ と」を示す．
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域活性 化活 動」 q4〕と 「マ ン シ ョ ン建設反 対 等の 住環境保全活動」 を

契機 とす る もの は、そ れぞ れ 約 6 ％ 、 3％ で あ っ た。

　 地 方 都 市 の 中 心市 街 地 で は、そ の 再 生 を 目的 と した 空 間 整備 事 業

が 数多 く行わ れ て い る 。「街並み 整備 事業t と 「都 市基盤 整備事 業」

とい っ た空間 整備事業 は、単な る事 業の 施 行 に終 わ らず、協定締結

の 主な契機 となっ て い る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，
2 − 2　 協 定の法 的 位 置 づ け

　 協 定 の 法 的 位 置 づ け （15）につ い て の 調 査 結 果 を表
一4に示 す 。協 定

が 締 結 され て い る 地 区 数 に つ い て は、「市 町 条 例 」 ．に 基 づ ぐもの が

最 も多 く約 33％ を 占 め 、法 的 裏 付 け が 全 く な い 「紳 士 協 定 」 （16＞が

約31％ を 占め次 に 多い。次 い で 「要綱 （街環 事業）」
（17エに 基づ く も

の が 約18％、「府県 条例 」
（18）に 基づ く も の が 約 15％ を 占 め て い る。

建 築基 準法 に基 づ き最 も法的裏付 けが 強い 「建築協定」
（19｝は約4％

で あ っ た。

　都市 数で は、「紳 士 協 定 」 が 約47 ％ と最 も 多 く、次 い で 「要 綱

（街環事業）」 に 基づ くも の が 約24 ％ を 占めて い る 。「市町条 例」 に

基 づ くも の は 約16 ％ 、「府県条例」 に 基づ く もの は 約 7 ％ と少な い 。

そ して 法 的位置 づ け毎 の 1 都 市 あた りの 協定 締結 地 区の 数 で は、
「府 県条例」 に基づ くも の が5．0、「市町条例」 に基 づ くもの が4．5 と

多 い 。自治体が条例 の 制定 によ り、協定締 結等 に よる住 民主体の ま

ち づ く り
・
活 動 を支援す る 事例 が 増 加（2  して い るが，「府県 条例」 や

表一3　協 定 締 結 の 契 機

協定 締結 の 契 機　 　　 　　 　　 　　 地 区数　 　　 　　割 合

都 市基 盤 土地 区画 整　 事業 10

整 備事 業 街路 事至．
　 　 　 2919

74 ％

M ．0％

21．3％
空間

整備

事業
の

導入

f・　 　 に よ る 美 　 整 52 38．2％街並 み

整 備事 業 ’
　 事　陀 外 に よ る 美　整

　 　 　 9543
316 ％

69，9％

まちづ く り
△

　等 に よ る 地 　　 　 匕活艱 8 5．9％
マ
’ご　　

’
　 9　 　 ・焼 　」「 2．9％

A

表一4　協定の 法的位置づ け

地 区 都 市協定 の 法 的 位置

　 　 づ け 数 割 合 害1舎

1都 市 あ た

り の 地 区 数

系 士 島
艦’ 42309 ％ 2946 ．8 ％ 1．45

（
一
　 事 業 〉 24176 ％ 1524 ．2％ 1，60

市 　　 　
．

4533 ．1％ 1016 ．1％ 4．50
・県 2014 ．7％ 46 ．5％ 5．00

協 定 53 ．7％ 4
．

6．5％ 1．25
合　 計 　 　 　 　 　 136 　 　 　 　 　 　 　 62 注 ）

注 ） 法的 位置 づ け が 異 な る 協定が 存在 す る 都 市 が あ る ため 合 冠fi　54 に な らな い 。

表一5 　協定 の 規 定 内 容

協 定 の規 定 内 容　 　 　 　 　 　　 　 地 区 数 　 　 割 合

7 　　 　 さ ，屋　 、邯 　 立　 〉 12189 、0％

建 　 意 匠 （ 、オ ー、デザ 　 ン ） 13196 ．3％

看 板 ・塀 （広 告　 、サ 　 ン ） 13196 ．3％

　 建

匠 築

　・形

景 態
．観 ・
　 意

協 誑 ・共 百 ヒ （空 地位 磁等 ） 644 ％

歴 　 　
層
　

囗
全 （町 家 、蔵 、土 塀 ） 3928 ．7％

匕　　 、1　 全）　　　　　　
．

5540 ．4 ％

’
　 （メ ンテ ナ ン ス 、　 　 ） 4734 ．6

一
　 理 （　 、コ 占 ・、ゴ ミ） 3022 、ユ％

地 区 施 　管 理 3324 ．3 ％

コ

藍管

　 理
二　．
テ

イ

建 　 用 途 2619 ．1％

イ ベ ン ト、営 業時 間） 2316 ．9％
π．1．’

己慮 （バ リ ア フ リ
ー） 107 ．4 ％

表一6　協定の 締結 時期

成
年度

61　 62 　6312345678910n1213
合 計

協 定締結

地 区の 数
4　 2　 422617152111M1391510136

「市町条例 」 の 制定が 協定締結 の 1つ の 契機 と な っ て い る と酋え る。

2− 3　 協定の 規定内容

　 協 定 の 規 定 内 容 に つ い て の 調 査 ・分 析 の 結果 を表
一5に示 す （2D 。

「建築意 匠」 「看 板 ・塀」 が 約96％、「建築 形態」 が 90％程 度 と非常

に高 い 割 合で 規定内容 とな っ て い る。「緑化1 が約4D ％、町 家や蔵

等の 「歴史的資源保全」 が約30％ と比較的高 い 割合 を占め、全体的

には 「建 築 形 態 ・
意 匠

・
景 観」 に関 す る も の が 高い 割合 を 占 め て い

る。「管 理
・

コ ミ ュ ニ テ ィ 」 に関 す る も の で は．「建 築 管 理 ］ が 約

35％ と最 も 高 い 割合 で、「街 路 管 理 」 「地 区 施 設 管理 」 が 20％ 以 上

と高 い 割 合 を 占め て い る。

　 既 往 研 究（22）と比 較す る と、地方 都市 の ．中心 市街 地 で は、「建築 形

態 ・意匠 ・景観」 に 関す る 規定が 高 い 割合 を 占 め る。ま た 「歴史的

資源保全」 が 規定 内容 に 存在す る こ とが 特徴的 で あっ た。協定の 主
．
な 目的は、公共事業 と連動す る街並 み景観 の 整備 で ある と言 える。

2− 4　 協 定の 締結 時 期 と協 定に基 づ く空 間整備 の進 行

　 協定 の 締結時 期に っ い て の 調査 結果 を 表一2、表一6に示 す 。「岡崎

A 〜D 」 が 昭和 61年度 と 最 も早 く、そ の 後 平成 6年度か ら ほ ぼ 10地

区以上 ／年 と大 きく 増加 する。こ れ は平成 5年 度に 創設 さ れ た 「街

環事業」 が要因 と考 え られ、表一3に示 したよ うに 協定締 結の 契機 と

して 「街環事業」 が多か っ た こ とを裏付 けて い る。

　 前節で 述べ た よ うに ．協定の 主な 目的 は 街並 み 景観の 整備で あ っ

た。協定 によ る街並 み景 観の 整備 と して 「建物 の 建替え や 改修の 進

行 」 に つ い て の 調 査結果 を表一2に示す。建替え や 改修に よ る 街並み

景観の 整備が進行 して い るの は、75地区 （39都市）で あっ た。

2− 5　協 定の 運 営組織の 設置

　 協定の 規定内容 の実現 を 目的 とし て 計画建物 の 審査 ・協議等 を行

う運営組織の 有無 につ い て の 調査 結果を表
一2に示す。建 物の 建替え

や修景 が進行 して い る 75地 区 中54地 区 （39都 市中25都市） で 運営

組織が 存在 した。運 営 組 織 が 存 在 しな い 地 区 は、「街並 み 整備 事業 1

や 「都 市 基 盤整備 事 業 」 の 導 入 時 に、行政 の強 い 主 導に よ っ て 協 定

が 締 結 され た もの が 多い と考 え られ る（23）。

2− 6　 小 結

　 協定締 結の 主な契 機は、「街 並み 整 備事 業」 や 「都市基盤 整備事

業」 と い っ た中心市街 地の 再生 を目指す 空間整備事業 の導入 で あり、

また 「府県 条例 」 や 「市町 条 例 」 の 制定 も 1つ の契機 とな っ て い る。

多 くの 地方都市 の 自治 体 は 中心 市街地 の 再 生に 取 り組ん で お り、空

間 整 備 事 業 の 導入 や ま ち づ く り支 援 の 法 的 整備 を 進 めて い る。それ

らが 契 機 とな り協 定 が締 結 され る こ とが 多 い。

　 協定の 主な 目的 は、公 共事業 と連動す る街並 み景観の 整備 で あっ

た。
．
中心市街地の 再 生 とい うまち づ くり の 大目標 の 中で 、街並み 景

観の 整備等の 空間的魅 力づ く りが 1 つ の テ
ー

マ と なっ て お り、それ

を達成す る た め に は住民等 の 主体 的な取 り組み が 必要なため、協定

とい う手法が活 用されて い る と言え る 。

　 協定 に 基づ く まちづ く りは、街 並み 景観 の 整備 を 目的 とす る 建物

の 建替 え や 修景 と して ．75地 区 （39都市 ） で 進 行 して い る。そ れ

に伴 い 、協定の 運 営組織 を設 けて い る地 区は54地区 （25都市 ）で

あっ た，

3，協 定の空 間整備の 方 針

本章 と次 章で は、協 定 に 基 づ き運 営 組織 を設 け て 空間 整備 を 進め
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て い る54地区 （25都市） を対 象 とす る。そ の 一覧 を表一7に 示す。協

定 の 空間整備方針 につ い て 「協定の規定 内容の 特徴」 と 「空間整備

事業 と の 関係」 か ら明 らか にす る。

3− 1　 協定の 規定内容の 特徴

　協定 の 規定 内容 の 特徴 につ い て 分析 した も の を表一8 に示 す。規定

項 目の 「建 築 形 態 」 「建築意 匠 」 に つ い て はそ れ ぞれ の 4 つ の細 目

の有 無、「歴 史 的 資 源 保 全 」 の 規定 項 目の 有 無 、更 に 「歴 史 的建 築

物の 意匠基準」
（24）の有無 につ い て 確認 し、タ イ プ分 け を行 っ た。

　第 1に、「歴史 的建築物の 意匠 基準」 が 存 在 す る 地 区 は、「武生 B、

須ljA−−O ．小 諸A 、犬 山A〜J、三 次、菊 池 」 で あ っ た。また これ ら

は、「建築形態」 「建築意 匠 」 と も詳細 に規 定 して お り、更 に 「歴史

的資源保 全」 の 規定項 目 が 存在 した。これ らの 地区 は 歴 史的な 建築

意匠を忠実 に保全 して い る 地 区と言え．厂歴史意匠保全型」 と した。

　第 2 に、「歴 史的建築物 の 意匠 基準」 は存 在 しない が 「建築形 態 」

「建築 意匠」 に っ い て 合 計 5 ポイ ン ト以上 で 比較 的 に詳 細 に規定 し

て い る 地区 は、「輪島、彦根C、遠野B 、二 本松、三春D 、蕨、松本A 、

東部」 で あっ た。これ らは積極 的 に街並み 景観の 形成 を進 めて い る

地区 と言え、「街並み 形 成型」 と した。

　第 3 に 、「建築 形 態」 の 項 目で の 詳細 な規定 は な く、「建築 意匠」

　で も 「街並 み の 調和 」 と し か規定 して い な い が 、「歴 史資源 保全」

　の 規定項 目が存 在す る 地 区 は、「川越C 、会 津ABCE 、長浜B 」 で あ

　っ た。これ ら は景観に 関す る詳細な 規定は な い が、歴 史的資源の保

全 と 同時 に 、そ れ との 街並 み の 調 和 を 目指 し て い る 地 区 と言 え、

　「街並み 調 和型」 と し た。

　 　第 4 に、「建築形 態」 「建築 意匠」 の 項 目で の 詳細な規 定がな く、、
　「歴史 資源 保 全 」 の 項 目 も存 在 しな い 地区 は、「半 田、山形、八 戸、

鹿島A 、二 戸、弘前、上野、松本B 、川 越AB 」 で あ っ た。こ れ ら は

商業 の 活 性化 や コ ミ ュ ニ テ ィ育 成等 に 重 点 を置 い て い る 地 区 と考

　え、「ソ フ ト重視型 」 と した。

　　以上 の 様 に協定 の規定 内容 の特徴か ら、各地区 の 空間整備 の方針

　を 「歴 史意 匠 保全 型」 「街並 み 形 成 型 」 「街並 み 謫和型」 「ソ フ ト重

視 型」 の 4 つ の タ イプ に 分類す る こ と が で き た。

　 3 − 2　 協 定の 空間整備
．
方針 と空間整 備事 業 との 関係

　　各地 区で の 主 な 空 間 整備事業を 表一8に 示 す。「歴 史意匠 保 全型 」

　と 「街並み 調和型」 で は、全て 「街環事 業」 ま たは f街環事業 以外

の 美観整備 」 が行わ れ て い る。つ ま りこ れ らは 「街並み 整備事業」

　に お い て存在 す る も の で あ る 。一
方、「街並 み 形成型」 と 「ソ フ ト

重 視型 」 で は 、「都市 基盤 整備事 業」 で あ る 「土 地区 画 整理事 業」

表一7　運営組織を 設けて 空間整備が 進行 して い る 54地 区 （25都市）

地 区 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運鴬組ロ メ ン パ
ー

の 地区住民 の 　　　　　　 運営組織　 運営への 専門家 の 参加
NO ．　 邸 市 名 NO ．　記号　　　　　　　　　　協定の 呂 称 　　　　　　　　　　協定 の 運 欝 組 鮟 の 名称　　　　　　　母体　　　　　　　行政 の 穆 加　の　吊
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9 川 越而 1譚 川 越 B サ ン ロードま ち づ く り 臨定 まちづ く り 發 員 会 商店 街、一般 住 民、事叢所 X 住民 型 xX はオブザ
ー
バ
ー

として 慘加． x

14rlc 　
齟

正 　　の まちづく り の x の の
一
　
’
バ 　 ス を 　 う． 罵

lo 蕨 15 宿まちなみ ま　な
へ噛　　　1A o ‘． の 　　を　う o

i1 鱠島市 16 鰌風
・
まちづくり協定 まちなみづくり部

一
　住民　商店街 協力型 建簽士 x 門　ア ドバイス を行う． 置

12 武 生 市 且7 生 B 莱 町 （蔵 の あ る ） ま ち づ く り 慍 協 定 運 営 晏　会
　 x 民 型 x 諏 景　　　の　　を行う Q

且8 褂 本 A 中 町 〔蔵 の 莇 る 》 ま ち づ く り協 定 協 定 運 営 委 員 会
一

般 庄 民 ン： 住 民 型 × × 景 観協 躪 の 受付を行 う． o
13 松 本 茆

19L 本B お　　　ま　 づく り 営　　会
一 x 民 鍛士 x 景　協　 の 翌　卑　 う 0

2n 須坂A 寺内地区まちづ くり協定 o

2匸須坂 B 常駐町まち づ く り協足 O

22 須坂 C 靦町 q日大 笹 街道 沿 ） ま ちづ くり臨定 o
23 須坂D 各木町 ｛旧谷街週 1 まちづ く り 協疋 o

24 須販 E 新町 〔1日LII田 街道） まちづ くり 協定 o

25 須坂 F 寺町
・
大門頃 り ま ち づ く り 略定 o

25 須頃G 購原町 〔1日大笹 街週 沿 ） まちづ く り 協定

14 須坂南 27 須 坂 H 蔵 の 町 中 央 嗣 り まちづ く り 協足
腿 史的景覗保 存 対 請 母 築検

な し o 行政型
〔町並 み の

　会）

（町並 み の

会）　 学臓

地区住民は 「まちづくり権進協醸

会 5 を 般 立 し て お り．まちづ く り 居

動 は 行って い る び 、協 窟 の 運 営 は

行って い な い．　 「歴史的景吼保存対

策事粟検討 委員会 」 は ，匍 助 金 の 交

付を欝査す る．　 「町並 み の 倉」（信

州須坂町並 み の 会 ｝ は ．景 観 づ く り

に 閣広くβ加して い る ．

Oo

討香員耳
圏 須 坂 1 上 町 旧 商家 の あ る まちづ く り協 定 o
29 須 卿 中 町 ま ち づ く り 協定 o

3G 坦坂K 太子町通 りまちづくり協定 o

31 須坂 L 桜木町通 りまちづくり慍定 Q

32 須坂M 横町まちづくり協定 o
33 須坂N 上中町まちづくり協定 o
34 尾坂0 立　ま　つく

15 小 韜 市 35 小茜八 本町 区 ま ち づ く り 協 定 ま ち づ く り椎進協嫡会
一
般住民 別途 2 段階 型

〔町並 み 研兜

　 会 1
〔町 並 み 研兜

会1・学微

「小躙宿周辺地区修理修凪事桀藩査

　 が　　金 の 　付を羅査する
o

】6 部 跼 只細
「
たなかうる おいのあ る 　 しいまちづくり 常

一 X 型 士 X 景　　　の　　　　う 0

17 半 田 「 37 半田 知多 　 田 　 1　 区 ま ち づ くり ま ち づ く り　 　 △　 　 　 　 　 　 　 　 一 x 型 Xx 慾　 に 　・じて專門
’

を　請　る x

3s 犬 LllA 魚 夙 町を守 り 育 て る 盗定 ま ち づ く り 蚕員会　　　　
一

般住民 別途 z段階型 o
39 犬 LllB 本 町 を 守 り 育 て る 慍定 まちづ く り 委 員 会　　　　 一般住民 別 途 2段階型 o

  犬山C 西 丸住民会協定 まち づ くり 委員会
一

般住民 別 途 2段階型 o

41 犬山 D 東丸 の 内を守 り育て る 協定 まち づ く り 發員会　　　　
一

殿住民 別途 2段階馴 0
42 犬 山 E 中本町を守 り 育 て る 協定 ま ち づ く り 委員会　　　　

一’
般住 民 別途 2段階型 o1s 犬 山 市

上大本町を守 り育て る 協定 まちづくり委員会
一

般住民 別途 2段階型

（堀下町を

守 る 会 ｝
学 識

「都市員観審繕会」 が涌助金 の 交付

を 富 壷 す る ．　 「域下町を守 る 会 1 は

ま ちづ く り に 幅 広 く 参加 し てい る． Q43

弱

犬山F

犬 山 G 新町 を 守 り 育て る 協 定 ま ち づ く り 螢員金 別途 2段階型 o

45 犬山 H 余坂 木 戸 ロ 吋近 住 民 協 定 ま ち づ く り 聾員会

一般 住 民

一般 住 民 別 途 2段 階 型 Q
鵜 犬 山 　 西 図 師 を 守 り 育 て る 協 足 ま ち づ く り 發 員会　　　　

一
般 住 民 別 途 2段 階 型 o

47 山」 大　　まちつく ま　づくり　　会
一 卩途 2　　 型

19 上 弼 上 上　　　　商　　振　　合まちづ くり協 づ 　 り　　　　　 　　商 o 汝 X
’
パ 　スを

一
う O

20 長浜市 49 長浜B 「
博物 館 通 り 」 住 み よ い 9〜し い 町 づ く り 協 定

長浜市街なみ珮境盛佰事藁
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

一
般 住 民 x 住 民 型 xx 景 賎 脇 躡 の 殳 付 を 行 う． o

21 50C 土 地 区 面 張 理 　　区 　　 ま ち づ く り ま ちづ　 り　　　 会 　　
一 X ゴ

「 x ア ドバ 　 ス を
”

う Q
22 ＝’　 1，51 ＝層上 mT 才

1
り ・＝層本 　 り ま ち な 歴 　 ち　 　 全　 　 　 　 　 　 商 　 　 　

一 X 士 X の 　 　 串一う o
23 山

．「
52 駆山 禰 山　　

u
　　　 づく り まちづくり r　　　　　 工 《 X 型 士 X 必　に ζじて 　ド家を

．
調す る x

24 鹿島市 53　 麗 島A 麗 島 ス カ イ ロード　癡　定 協定運営委　会　　　 　　 　 住民 x 住民型 Xx 　　 計閭の脱明 を受 け　 蹙を斤う ×
25 珸池市 54　 菊池 菊池 rr　　 り　　形破住民協定 景　　査会　　　　　　　　商工会　

一
　住民 県も診加 協力型 簸士

△
x 景観協　の 殳 ・を　 う o

注）　 「運営への専門寂のβ加 亅 の価の〔 ） は ．組 織 と し て は 直 接運 営 に 啓 加 し て い な い こ と を示す ．
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や 「街路事 業」 が行われ て い る 場合が多 い 。例外 として 「街並み 形

成型 ） で は 「蕨、松本A」、「ソ フ ト重視 型 」 で は 「松本B、川 越AB 」

が 存 在 す る が 、こ れ ら は 首都 圏に 位置す る 都市 （蕨、川 越 ）、また

は 地方 中核都 市 （松 本） で 比較 的に 都市化が進行 して い る た め、協

定で 詳細な規定 項 目を 設定 で きな か っ た もの と考え られる。

3− 3　小結　　　　　　　　．　　　　　　　　　 ．

　各地 区 の 空間整備方針 を．協 定 の 規定 内容 の 特徴 か ら 「歴 史意 匠

保全型 」 「街並 み 形 成型 」 「街並 み 調和型 」 「ソ フ ト重視型 」 の 4 つ

の タイ プに整 理 す る こ とが で き だ。ま た そ れ ぞ れ の タ イ プ と空 間 整

表一8　協定 の規 定 内 容 の特 徴 、及 び空間 整備事業 との 関係

協定の規 定項 目 空問 整備事 棊

建築形態 建 　意 匠

地区記 号

歴

史

的

建

築

物

霊
匠

基

準

建

物

の

高

さ

壁

面

の

後

退

屋

根

の

形

態

軒

の

形

態

台

計

壁

の

色

彩

屋

根

の

色

彩

壁

の

素

材

屋

根

の

素

材

合

計

建築 形

態 ・意
匠 の 合

計

歴

史

的

責

源

保

全

空間整備

の方 針

土

地
区

画
整

理

爭

業

街

路
事

業

街

興

耶

業

街
環

事

巣

以

外

の

美

鼠

整

備

武生B ● ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 48 ○

須 坂 A−O ● ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 48 ● o

小討者A ● ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 48 ● 歴史意 匠 o
犬山 A−」 ● ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 48 ● 保全型 o

三次 ● ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 48 ● o
池 ● ● ● ● ● 4 ● ● ● 弓 8

輪 島 ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 48 ○

彦根C ● ● ● ● 4 ● ● ● ● 4 臼 o
遠野 B ● ● ● 3 ● ● ● ● 47 o
二 本訟 ● ● ● 3 ● ● ● ● 47 o
三春 D ● ● ● 3 ● ● ● ● 47

街並み

形成型 o
蕨 ● ● ● 3 ● ● 25 o

松夲 A ● ● 2 ● ● ● 35 ● 1o

部 2 ● 35

川 越C ● ● 2 街並み全　 の 調 2 ● Q
会 津ABCE o 並み全　の調 0 ●

街並み

調和 型
o

長 浜 B o 肥冊　　　　の 卩 0 ●

半 田 ● ● 2 ● 13 o

山形 ● ● 2 ● 1 こ o
八 戸 ● ● 2 ● 11 O
庖島A ● ● 2 ● 13 ○

二 戸 ■ 踊 ● ● 23
ソフ ト

霞視型
○

弘前 ● 1 ● 12 o
上野 o ● ● 2 O

訟夲B ● 1 0 0
川越 AB ● 1 ’

L　　　　 の 1

凡例 ）● ：規定項 目や碁準 が荷 在す る ことを示す 。
　 　 O ：究間 整備 事業が 行わ れて いる ことを示 す．

表一9　協定の 運営組織 の 体制

備事業 と の 関係 を明 らか に する こと がで き た e

　本 研 究 で 着 目す る 街 並 み 再 生 ま ち づ く りは、「都市基盤 の 再整備

と 同時 に、街並 み 景観 の 改善や 歴史 的資源の 再生等 に よる 空間的魅

力づ く りを進め て い く も の 」 と定義 した。つ ま り 「街並 み 形 成型 」

の 中で 「都市基盤整備事 業」 が行われ て い る 「輪島、彦根C 、遠野

B、二 本松、三 春D 、東部 」 の 6地 区 が、街並 み 再生 ま

’
ちづ く りを

．

実現 L．つ つ あ る地 区の 候補 と 言え る 。

協定 の 運営組織 の 体制

住

民

型

行

政

型

協

力

型

2

段
階

型

地区住民

一
般住民．協議会 ．

商 店街組 含．商工 会 ．覃 叢所

壌定の 運営組織

政行

i地区 齦 腿
協定の 運営組織

地区 住民　　　　　　　　il行政i．

　

地 区 住 民

一
般住艮．協雁会．

商店街組合．商工 会．事粟所

　 　 協定の運筥組線 1

．
；i肴政

．．．
：

ii
羹

　 　 　
ご蝋

冊 噛 露甥 ：
’…ttt

地 区 住 民 1．行政

　 　
’．　 協定 の 運宮組繊 2

都市数　注 2）

　 協 定 締緒 地 区 （地 区肥 号）

　 　 　 専門家の 参加

加な し　個 人で の 参加 3組織で の 　加

八 戸 、弘前，；　　　　　　 …

二 戸、山形 、i　 武生 B．　 …

燬 i靆謝 ：i ・ …

半

甲譌
浜B

…
9 ‘ni

　 　 　 　 須坂A、Q 　i　　三 春D

　　　　i轡 繋
　 　 　 　…　 　 　 　 i　 　 注 D

。細 ，爵
贈黙， 1

10 　　 　　　 39

9 　　 　　 　 13

55

地

区

数

17

16

6

15

54

都
rlf

数

14

2

6

3

25

注 D 組繝 と個 人 の 両方 の 参加がある場合には 「組纈 での参加 」 とした。
注 21 ＃門家 の 莎加 の 仕方 が 異 な る 地 区 を もつ都 市 が あ る た め 合 Sbは 25 に な ら な い。

　 4 ．協定 の 運 営組織 の 体制

　 　 本章で は前章 に 引 き続 き、協定 に基づ き運営 組織 を設けて 空間整

　 備 を進 め て い る 54地 区 （25 都市 ） を対象 と して 、協定の 運営組織

　 の 体制 に つ い て ，住民 ・専門家 ・行政 の 運営 へ の 参加の 仕 方に 着 目

　．して 明 らかに す る。

　 4− 1　 住民 ・行政に よ る運 営体制

　　 運 営 組 織の 所在 に つ い て 「地 区 住 民」 と 「行 政」 に 着 目 して 整

　 理 ・分析 した もの を表
一9 に 示 す。以 下の 様に 「住民 型」、「行 政型」、

　 「協力型」、「2 段階型」 の 4 つ に 分類す る こ と がで きた。

　 「住民 型 」 ：地区 住 民の 中に運 営組織 があ る タイ プ。地区 住 民 の 母

　 体は 「一般住民 」 （25 ） 「ま ち づ く り協議会 」 （以下 1 協議会） 「商店

　 街組 合 」 「商工 会」 「事業所」 の 5 つ の パ タ ン が あ っ た。「八 戸、弘

　 前」 等 の 17 の 地 区 が こ の タイ ブで あ っ た m

　 「行政型」 ：行政 内部 に 運 営組織が あ る タイ プ。「市町条例」 や 「街

　 環事業」 の 担 当部 署が運 営 の 中心 で あ る 。「須坂A −O 」 等 の 16 の 地

　 区が こ の タイプ で あっ た。

　 「協力型 」 ：地区住 民 と行 政 の 2 つ に またが っ て 運営組織が ある タ

　 イ プ。地区住 民の 母体 は 「住民型」 と 同様で ある 。「遠野 B 、二 本松」

　 等 の 6 つ の 地区がこの タイ ブで あっ た。

　 「2段階型」 ： 「住民 型 」 と 「行政型 」 の 2 つ の タ イプの 運営組織

　 が ある 。「建替え ・修景 に 対す る 助成金制 度1 〔26〕を設 けて い る 都市

　 に存在 した。協定 の 対 象と な る計画 建物に つ い て、最初に 「住 民 型丿

　 の 運 営 組 織 で 審 査 し、次 に 「行 政 型 」 の 運 営 組 織 で 審査 を行 う。

　 「会津ABCD 亅 等 の15の 地 区 が この タ イプで あ っ た。

　　 各運 営 体制 の タ イ プ毎 の 地 区数 は、「住 民型」 「行政 型」 「2段階

　 型 」 の 3 つ が 15〜17 とほ ぼ同 じで あ る。しか し都市数 で 比 較す る

　 と 「住民型 」 が 14 と過半数 を 占め て お り、最 も 多い タイプで ある 。

　 ま た 「協力型 」 が 6つ と 2 番 目に 多か っ た。

　 4 − 2　 専 門家の 運営 へ の 参加

　 　 専 門家の 協定運営 へ の 参加 につ い て の 調 査結果 を表一9に示 す。専

　 門家の 個 人 で の 参加 が、「蕨、武生 B」 等 の 39地区 と大部 分を 占め

’
て い た。また専 門家 の 組 織で の 参加 は 「川越C、遠野B 」 等 の 5地

　 区で あ り、これ らの地 区 で は 「住宅研究会」 〔27）や 建築士会 〔28 ）等の

　 地 元 の 専 門 家組 織 が 参 加 して いた 。専 門 家 の 参 加 が な い の は、「八

　 戸 、弘 前 」 等 の 10地 区 と少 数 で あ っ た。

　 4 − 3　 住民 ・専門 家 ・行 政 に よ る 運 営体 制

　 　 表一9に示 す様 に．専 門 家 の 運 営 へ の 参加 の 仕 方 は、運 営 体 制 の 4

　 つ の タイ プ毎 に以下 の様 に 整理 す る こ とが で き た。

　 「住 民型 」 ：専 門 家の 参加 が あ る場 合 と な い 場合 が あ る。参加 が あ

　 る場合で も個 人 で の参 加が ほ とん どで あ り、これ は住 民だ け で は 専

　 門家 の 参加 を要 請 しづ らい た め、参加 を得 られ て も個 人で の 参加に

　 留 まっ て しまうもの と考え られ る 。「川越C 」 で の み 組織で の 参加が
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あ る が、こ れは 「蔵の 会」
（29）の こ とで ある （表一7）。

「行 政型」 ： 全 て の 地 区 で 専門 家の 参加 があ る。これ は行政が 要 請

して い る た め と考 え られ る。「須坂A −・O 」 で は 外部の 「学 識」 が 参

加 し、「三 春D 」 で は 地元 の 専門 家組 織 が 参加 して い た （表一7）．
「協 力型 」 ：全て の 地 区 で 専 門 家 の 参加 が あ る 。こ れ は様 々 な ま ち

づ く りの 主体 へ 広 く 運 営 へ の 参 加 を 要 請 し て い る ため と 考 え られ

る ．「蕨」 （30）を除 い て 地 元 の 専 門家が 参 加 して い た （表一7）。
「2 段 階型 」 ： 全 て の 地区 で 専門家の 参 加が ある。「小 諸A」 で 「住

民型 」 の 運営組 織に 専 門家 の 個 人で の 参 加が あ っ た 。ま た 「会津

ABCE 、犬山A−」」 で は 外部の 「学識」 が参加 して い た （表一7）。

　住 民 主 導の ま ち づ く りと い う点 で は 「住民 型 」 は 評 価 で き る が、

専門 家の 参加 が 困難 と い う 欠 点 が あ る。1 つ の 運 営組 織 の 中 に 住

民 ・専門家 ・行政 の 全て の参 加 が あ る の は 「協力型 」 で あっ た e

4 − 4　 小結

　協定 の運営 組織 の 体 制 を、地区 住 民 と行 政に 着 目 し て 「住 民型」

「行 政型」 「協力型 g 「2段階 型」 の 4 つ の タ イ プに 分 類す る こ とが

で きた。またそれぞれ の タ イ プ毎 に専門家 の 参加 の 仕方 の 特徴 を明

らか に す る こ とが で き た。

　街並み 再 生まちづ く り は 「住 民 ・専門家 ・行 政が協働 して進 め る

もの 」 と定義 し た。つ ま り協定 の運 営 組織 の 体制 の 点で は、「協 力

型 」 の 「遠 野B 、二 本松．蕨、輪 島、上 野，菊池1 の 6 地 区 が街並

み 再生まちづ く りの典 型 的な 体制 をもっ た地 区と言える。前章で 街

並 み 再生まちづ くり の 候補と した 6地 区に も含 まれて い る の は 「遠

野B 、二 本松、輪島 」 で あ り、この 3地 区が 協定 に 基づ く街並 み 再

生 まちづ く りが実現 しっ つ ある 典型的な地 区 と言 え るe

時期にHOPE 計画事 業が始 ま り、建築士 会の 会員か ら成 る 「住 宅研

究会 」 が発足 し、「モ デ ル建 物案」 〔39）が 作 成 され た。また 「協議会1

と建築士 会 は、そ れ を 基 に 「協定案 ・す まい づく り ポイ ン ト集」 （40）

を作 成 した。「ワ ーク シ ョ ッ プ」 は 地区 住民 と建築 士 会、行政が参

加 す る よ う にな り、行 政 と建築士会，権利者間 で 「二 本松」 の 協定

が 締結 され た。

　　「輪島」 で は、街路事業 の 計画 に合 わ せ て 「協議会」 〔仙 ｝の
一

部 の

会員、地元専門家、行政 に よ っ て 「ま ち なみ づ く り部会」 c42）が 発 足

した。こ の 会が 地区 の 整 備 計 画 の 検討、協定 内容の 検 討、「モ デル

建物案 」 （43）を 作 成 し、行 政 と建 築 士 会 、権利 者間で 「輪島」 の 協 定

が締結 さ れ た。

　以 上 の 分 析か ら各地 区 共、空 間整備事業 を契機 と して、ま ちづ く

り計 画の 策定が行わ れて か ら協定 が締結され て い た。しか しまちづ

く り計画に は、必ず し も地区 住民 と専門家、行 政が全て 参画 して い

る訳で はな く、協定 の 締結 に よ っ て 初め て 地 区住 民 と 専 門 家、行 政

が 全 て 参画 して い た。濫た 協定書 は運営 体制 を 明文化 して い る。以

上 の こ とか ら協定は、地区 住 民 と専 門 家、行 政 が 協働 して まちづ く

りを 進 め る 仕組み を 確立 し 、明 確 にす る 役割 を もつ と言える。
5 − 2　 空 間整備計画 と整備主体

　各地区の 協定書及 び 崖ちづ く り計 画 文書 か ら、地区毎 の 空間整備

計 画 を地 図上 に 整理 した もの を図一2に示 す。主 な 空間整備 計画 を

「街路 ・路地」 「公共公 益施設」 「建物 配 置 a集 合」 「建物景観」 の 4

つ に 分類 して 整理 した。各 地 区 共 、地 区 全 体 に わ たっ て 数多 く の 空

間整備計画 が存 在す る、、都 市 基 盤 の 再 整 備 と共 に 様 々 な空間 整備 を

行 うこ とで 中心 市街地 の再 生 を 目指 して い る と言え る。

5 ，街並み 再生 まちづ くりに 対す る協定の 役割　　　　　　　　　　　
「遠野B」

　本章 と次章で は、協定 に基づ く街並 み 再生 まちづ くりが実現 しっ

つ あ る典型 的な地区 「遠 野B、二 本松、輪島」 の 3 地 区を対 象 とす

る。本 章で は、各地 区の 「まちづ く り計画の 策定と協定締結 の経緯」

と 「空間整備 計画 と整備 主体」 に着 目 して、街並み 再生 ま ち づ く り

に 対す る協定の 役 割 を明 らか にす る 。

5 − 1　 ま ちづ く り計画 の 策定 と協定締結の 経緯

　まちづ く り計 画 の 策 定 と協 定締結の 経緯 を、地 区 住民 ・専 門家 ・

行 政の 関 わ り方 で 整 理 した もの を 図一1に 示 す。

　　「遠野B」 で は、まず建 築士会が参 画 し て 「コ ミ ュ ニ テ ィ マ ート

構想」
〔31）が策定 され た・また 同時期にHOPE 計画 事業が始 ま り、建　　「二 本松 」

築 士会 の 会員 か ら成 る 「街づ く り部会 」 （32｝が発 足 し た。そ して 　　
HOPE 計画策定の

一
環 として、「遠野 AB 」 の 整備計画 と共 に 「遠野　　

・ 、 の 齪 案 が作 成さ れ た．・遠 野。、 の 協 定は．こ の 齪 案を ± 台
・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
と して 行政と建築士 会、権利者 間で 締結 された。「遠野Al で の事 業　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

完了 後、建築 士 会と行政 が 「下一
日市 」 （33）と 「町家の 心」 （34）の 2

つ の 計 画 を策 定 した。そ の 後 「遠 野 B」 で の土 地 区画整理事 業 の 進

行に伴い・「遠野A 」 で の 経験 を活 か して 行 政 と建築士 会・権利者間　　「輪島」

で 「遠野 Bj の 協定が締 結 され た。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 「二 本 松1 で は、街路事 業の 計画 に合 わ せ て 地 区住民 の 中で 「協 　　 　

づ く り基本 計画」 「まちづ く り実施計画 」 （36）を策 定 した。これ を契　　

得て 「学識」
C37）が 参加 して 「ワ

ーク シ ョ ッ プ」 （38）が始 ま っ た。同　　 図一1　 「遠野B、二 本松、輪島」 の ま ち づ く り計 画 の 策 定 の 経緯
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凡例 ）

空間整備計画の
一

覧 と整備主体 との 関係

協定締結地 区 主
分 類　　 記 号　 空問 整備 9f画 の 内容

B 　二 　 松 区　　
．一

政
A1 幹線街 路の 拡幅 o ○ o o
A2 轡 り

噛
街路

・
路地

A3
’
区　 の △

A4
‘
路の 」

B1 小　　
ハ

　
ハ

益　
’

△

B2 歴史的資源 を活用 した

小 　　 公
○ o △ ○

B3 大　 　
ハ

共
ハ

益 △
公 共公 益施

B4 共 ロ △
設

B5
イ ベ ン ト空 間 を兼ね た

主車
oQo △ ○

BO △

B7 小 公 △

Cl 舗 の

C2 の　
一

C3 ・
光

C4
’

り　 剛

C5 △建 物配 置
・

樂 合 C6 一
　 型 　 世

L
　 宅

C7 歴　　
噛
　 の

C9 霞り道 　　 い の 魅 力

C9 に 　　 した 主

ClO ち ょ っと した憩 いの 場

D1 デ ザ　 ン

D2 デ　テ
ー

ル
建 物景 蜆

D3
　　　「」　　　’ン　　幽1　　一

D4 外 構の デザ イ ン

凡 例｝　 「協 定締 結地 区」　 O ： 空間 整備計画 が存在 す る こ と を示す 。
　 　 「整 備主 体 」　 ○ ：主 な 斃備主 体 であ るこ と を示す。
　 　 　 　 　 　 △ ：補助的な 整備空体であ る こと を示す。
図一2　 「遠 野B 、二 本松、輪島」 の 空間整備計画 と整備主体

　各計画 の 整備主体を整理 した もの を 図
一2中に示す。「街路 ・路地」

「公共 公益施設」 に 関す る 計画は、主 に行政 が整備 主体 に なっ て い

る。「建物配置 ・集 合」 「建物景観」 に 関する 計画 は、住民 が整備主

体で あ っ た。協定 で 規 定 して い る 内 容 は、「建物景 観」 と い う都市

基盤の 改 善 に よ り整備 さ れ る幹 線 街路 に 関す る もの で あっ た。また

幹線 街 路 か ら街 区 内 に入 っ た 「建 物 配 置 ・集合 」 の 一部で あっ た。

　 中 心 市 街 地 で はそ の 再 生 を 目指 した ま ちづ く りが 進ん で お り、数

多くの 空 間整備計画が 存在 す る。更 に空 間整備 計画は、行 政が主体

とな る も の と住民が 主 体 とな る もの が 存在 し、その 相互 関係 は複雑

と言え る。協定で 規定 し て い る 内容 は、地区 の 幹線街路 に関す る整

備計画で あ り、地 区の 中心 に 位置す る 計画 で ある。協定 は、様々 な

空間整備計画を連結 する 役割 を もつ と言え る。

5− 3　 小結

　協定 は 規定 項 目 に関 す る 空 間 整 備計画 を実現す る た め の 単 な るル

ー
ル で は な く、街並み 再生 まちづ くりに対 して 以 下の 役割 をもつ と

言 える。

  脇 力型」 の 様な運営体制 とす る こ とで、地 区住 民と専門家 行

政 が協 働 し て ま ち づ く り を進 め る仕 組 み を確 立 し、明確 にす る役 割

を も つ 。  協定 地 区 内 に は 、行 政 や住 民 が 整 備 主 体 とな る様 々 な 空

間 整備 計 画 が 存 在 す るが、それ らを 連結 す る 役割 を もつ 。

6 ，協定に 基づ く街並 み再生 まちづ くりの 手法に 関する 考察

　 本章で は、前章に 引き続 き街並み 再 生まちづ くりが実現 しつ っ あ

る典型的な 3 つ の 地 区を対象 とす る。前章 まで の 分析 と協定 に基づ

く計画 建物の 協議 方法幽 ｝に 関 す る分 析 か ら、協定 に 基 づ く街 並 み

再生 まちづ く りの 手 法 につ い て 考 察 す る。

6− 1　 協定に 基づ く協 議 の方 法

　各地 区 にお ける 協議 の 方法 を 図一3に 示す。「遠 野B 」 で は建 築士

会が、「二 本松」 で は 「学 識」 が、「輪 島」 で は 地元の 建築士が協議

の 司 会 を行 っ て い る7）。また 各地区 共、建物補償が 成立す る前 後に

協議 を開催 して い る。協議で 使用す る ツ
ー

ル と して 、協定書だけで

は な く 「協 定 の 説 明 書 」 「実例 写真」 「計画建物 の 図面 ・パ
ー

ス ・模

型 」 を使 用 して いる。こ れ らを 使用 して 専門家 が 司会 を務 め る こ と

で、活 発 で 円 滑 な協議 が 行わ れ て い る 。

　 以 上 の こ とか ら、街並 み 再生 ま ち づ く りを進 める た めに は、協議

に 専門家 が参加 して 司会 の よ うな役割 を務め、更 に協議 を行 うに あ

た り、協 定書だけで は な く 「協定 の 説明書」 「実例写真」 「計画建物

の 図面 ・パー
ス ・模型」 等 を使 用する こ とが必要 と考え られる。

6 − 2　協 定に 基 づ く協議 に よ る ま ちづ く りの 進 行

　平 成13年 12月現 在、「遠 野 B」 で は30件 の 協議 が行 われ 30件が 竣

工 し、「二 本松亅 で は17件 の 協議が行わ れ 8 件 が竣 工 し、また 「輪

島」 で は 23件 の 協議が行 われ20件が竣 工 して い る。また 「遠野 B」

で は 歴史的資源 で ある 蔵 の 活用 と拠 点整備 が進 行 して お り、
．
「二 本

松 」 に お い て は歴 史的資 源 で あ る 蔵の 活 用 が 進 ん で い る。「輪 島 」

黔驪 雛 、。野 、摩
説 職 丶 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　協膳の タイ ミング

髭嬲 灘

濕 鮮 欝
後

　 　 　 　 　 　 　 　 学識 （二 本松）　　　　　　　　　 実例写真

　 　 　 　 　 　 　 　 地元建築 士 （輪島｝　　　　　　　 計 画建物 の図 面
・パ ース

・
模型

　 図一3　 「遠野B、二 本松、輪 島」 の 協定 に基 づ く 協議 の 方法
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にお い て も拠点整備が着実 に進行 し てい る。

6 − 3　協定に基づ く街並 み再生 まちづ くりの 手法に 関する 考 察

　協定に 基づ く街並 み再生 まちづ くりの 手法 は、前章と本 章の 分析

を踏 ま えて 、以下 の よ うに 整理す る こ とが で きる。

  都 市 基 盤の 再 整備 等 を契機 と して 、関 係 権利者 間で 協定 を締結す

る。  協定 は．幹線街路 と い っ た 整 備地 区 の 中心 部分に 関す る 規 定

を主な もの とす る。  空間的魅 力 づ く り を積 極 的 に 進め る 規定 内容

とす る。  住 民 ・専門 家 ・行 政が協力す る 協定の 運営組織 の 体制を

明 文 化 し て 定 め る 。  協 定 の 運営組織 等 が、地 区 内の 計画 建物 や

様々 な 空間整備 計画 に 関 して 協議す る。  協議の 司 会 は専 門家が 務

め、また 協議を 行 う上 で協 定 書 以 外 に 「協定の 説明 書」
「実例 写真」

「計 画 建物 の図面 ・パース ・模 型」 等 を使用 す る 。

　上記 の  か ら  が手法 と して 特 に 重 要 と言え る。

7 ，ま とめ

　地 方都市 の 中心市 街地 にお ける 協定の 実態 と して、以下 の こ と を

明 らか に した。

  協 定 締結 の 主 な契機 は、中心 市街地の 再 生を 目指す空間 整備 の 公

共 事 業 の 導入 で ある 。ま た ま ち づ く り支援 の 法的整備 も契機 となっ

て い る。  協定の 主な 目的 は、公 共 事業 と 連動す る 街並 み 景観の 整

備で あ る。  協 定の 空 間整備 の 方 針 は、規 定内容 の 特徴か ら 「歴 史

意 匠保全型 」
「街並み 形成型 」 「街 並 み 調 和 型」 「ソ フ ト重 視 型 」 の

4 つ の タ イプに整理す る こ とがで きる。  協定 の 運 営組織 の 体制 は、

地 区 住民 と行 政 に着 目す る と 「住民 型1r 行 政型 」 「協力型 」 「2段

階型」 の 4 つ の タ イ プに 整理す る こ とが で き る。ま た 専門家 の運営

へ の参 加 の 仕方 は、4 つ の タ イ プ毎 に 特徴が存在する 。

　街並 み 再 生 まちづ く りに対す る 協定 の 役 割 と して、以下 の こ とを

明 らかに した。

  「協力型」 の 様 な運営体 制 とする こ と で 、地 区 住民 と専 門 家 行

政が 協働 して まちづ く りを 進め る 仕組み を確 立 し．明確 に す る 役割

を も つ 。  協 定地 区内 に は、行 政や 住 民が 整備主体 とな る 様々 な 空

間整 備計 画 が 存 在す るが、そ れ ら を連結す る 役割 を もつ 。

　協定 に 基 づ く街並み 再 生 まちづ く りの 手 法 の 重要 な点 は、以下の

通 り であ る。

  住民 ・専門家 ・行政 が協力す る 協 定の 運 営 組 織 の体 制を 明文化 し

て 定め る。  協定 の運 営 組織等が 、地区内の 計 画 建 物 や 様々 な 空間

整備計画に関 し て協議す る。  協議 の 司会 は専 門家が務 め、ま た協

議を 行 う上 で 協 定書 以外 に 「協定 の 説明 書」 「実例写真」 「計画 建物

の 図面 ・パ
ー

ス ・模型 」 等 を使用す る。

　以上 総括す る と、協定 に基 づ く街 並み 再 生まちづ く りは、住 民 ・

専門家 ・行政が 協力 して 運 営す る こ とか ら、市 民 ・行政 の パ ートナ

ー
シ ッ プに よる 「協働型 まちづ くり」 の 1 つ で もあ る。

注釈 　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　 ．
（1）各都市 が作 成 した 「中心 市街地活性化基本 計画」 の 中 では、様 々 な ま ちつ

くりの テ
ー

マ が 記 載 され て いる 。こ こで はその 主な も の を記 述 した 。
（2）埼 玉県 の 川 越 や 滋 賀 県 の 長浜等が歴史的 資源の 保全 ・活 用 の成功 例 と して

良 く知 られ て い る。「伝 統 的建造物群保 存地区 亅 の 調 査が行わ れた地区等 で、
景観整備や 歴史的資源の 保全 ・活用が進んで い る。
（3）市民

・
行政の パ ートナ

ー
シ ッ プ に よ る ま ち づ く り を 、「参加型 ま ちづ く り亅

　 　　 　　 「協働型 まちづ く り亅 と 呼ぶ こ とが 多 い 。と対 比 して 、
（4）ま ち づく り協定 の定 義は 困難で ある が 、本 研 究で は参考 文献4＞の p70 「2．
ま ちづ く り協定 の定義」 に 従 うもの と する 。
（5＞緑 化に 関す る 事項 の み を取 り決 め た 「緑化 協定亅．及 びい わ ゆる 「商店街 協

定」 は 市 街 地 空間 の整 備に 関す る もの で は な い と して 除外 した。
（6）政令指 定都 市と 、北海道 及び沖縄県は 対象 か ら除外 した 。
（7）緑化 を 目的 と した 条例 と 「伝統的 建造物群保存地区 1 に関す る条例 は除外

した。また 「用途地域 」 で 「商業地 域」 の 指定 がな い都市 は ．中心市街地 が
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存在 しな い 都市 と考 え 除外 した 。
（8）奈 良市 と鎌倉市は特 別に 扱うべ き歴史的都市 と して 除外 した 。
（9）「中心市街地活性化基 本計 画 」 は 企画課 ・商工 課が 担 当 して い る場合 が多

い 。まちづ く り　（景観） 協定 は 都 市計画課、建築協定 は 建 築課 が 担 当 して い

る場 合が多 い 。電話 に よ る調 査 で は ．これ らの 窓 口 に対 して 一通 り確認 した。
協 定 に 関 する 調査 の 困難な点に つ い て は、参考 文献 4＞の p75 「4．1利用 資料」

の 中で 述べ られてい る。本．研究 で は これ を踏まえて 調査 の方 法 を決定 した。
（10）ア ンケ

ート調査 の 項 E
．
は次 の 通 りで あ る 。「協定の 名 称 」 「協定 の 法的位

置づけ 亅 「協定締結地区で の 公 共 事業」 「協定締結の 契機」 「協定締 結 地 区 に お

け る 建替え
・
修景の 進 行」 「協 定 の運 営 組織 」

「協定運 営 へ の 専門 家の 参加」

「建 替え の 助成」。
（11）ヒ ア リン グ 調査 は 、ア ン ケ ート調 査 の 回答書 が 記 入 不 十分 で あっ た 自治

体に対 して の み 行 っ た 。
（12）ヒ ア リン グ調 査 は 平成 13年 9 〜12 月に か けて 、原則と して 協定締結地区

の 現地 に赴 き ．自治体 担 当者 と協 定者の 代表 に 対 して 行 っ た。一部の 地 区で

は電話 によ り調査を 行っ た。
（13）注 釈 （12）の ヒア リン グ調査 と同 時 に行 っ た。
（14）「会 津A 〜G ．長浜A 亅 の こ とで あ り．「ま ち づく り会津」、「黒壁 1 と い っ

た まち づ く り会社等の 活動が盛ん で あ っ た。
（15）協定の 法的位置づ けに つ い て は 、参考 文献4）の p73 「3．3分類 の 意味 」 の

中で ，法 的 正 当性が強 い もの か ら 「法律1 「条例 1 「要綱亅 「な し∫ の 順に 整理

され て い る。本研 究で はこ れ を踏 ま え て 法的位置づけ を整理 した 。
（16 ）協 定の 当事者 間で 、法的 な裏付けが なく紳士的 に結ばれて い る こ とか ら

「紳士 協定上 と呼ばれる こ とが多い 。
（17＞ 「街環事業」で は、事 業に 基づ く要綱が 存在す る。
（18）都 道府県 が 制定す る 「まちづ く り条例」 や 「景 観条例 ） の こ ζで あ る。
（19 ）建 築協定 は 「建築 基準 法」 で 規定 され ．法 的 裏付 けが強 い とE える。
（20）参考文 献6＞を参照 。
（21 ）規 定内容の 分類方 法に つ い て は ．参 考文 献4）を参照 した。
（22）参 考 文 献4）の こ とで ある。
（23） 「街環 事業」 の 導入 に は 原則 と して 協定が 必要で あ り 、ま た 公 共事業 を

導 入 す る理 由づ けと して 行政が協定締結 を主 導す るこ と が ある 。例外とし て

は 「長浜Al が あっ た 。この 地 区 は 北国街 道沿い で ．まち づ く り会社 「黒壁j

が活発 に まち づ く り活 動 を
．
展開 して い る。

（24）町 家や蔵等の 歴 史 的 建 築物 の 調 査結果 を基 に ，建 築 物 の 意 匠 基準 を設 け

た もの 。協定書 とは 別 に冊 子 を作成 して い る 場合が 多い 。
（25）協 定書で 、運営組 織 に参加す る 協定者 の 所属 団 体 の こ とを明記 して い な

い 場合は 「一般 住民 」 と した。
（26 ）自治体毎 に設 けて い る 、要綱 や条例に 基づ く助 成 金 制度 の こ とで ある 。
（27 ＞HOPE 計画推進 事 業で 組 織 され る建 設業関係者 か ら成 る組織の こ とであ

る。地域 に根ざした 住宅づ く りに つ い て提言 する こと を 目指す。
（28）建築士 会は 「支部 i を 設けて 活動 して い る。
（29 ）川越

一
番街 を 中心 と し て 、蔵の ある街並み を保 全 ・活 用 す る こ と を 目的

として い る。市内外 の専 門 家か ら成 り、「町 づ くり規範亅 等 を 作成 した 。
（30）「蕨」 で は学 識が 参加 して お り、首都圏 のた めそ れが 可能と思われ る。
（31）中心 市街地の 商店街 の 再活性化等 を 目指 し、事業計画 を策 定す る こ と を

目的と したプロ ジ ェ ク トの こ とで あ る。
（32）3 つ の 専門部会の 1 つ で 、岩手県建築 士 会遠 野支 部が参加 した。
（33）下 一日市地区 にお ける ，大規模 公 共 公 益 施 設 と共 同駐 車場、歴 史的資源

の 活 用 等 によ る 商業核 施設に 関す る計画 を策定 した。
（34）幹線街路の 街路整備デザイ ン と沿道の 景観整 備計画 を策定 し た 。
（35）幹線街路 沿道 の 住民 を 中 心 と した 約 70 人の メ ン バ ー

で 「竹田 根 崎 ま ち づ

く り振興会議」 を設立 した 。
（36）地 区 の 商業活性 化計画 に つ い て 策 定 し た。大規模公共 公益施設 と共 同駐

車 場 、歴史的資源の 活用等の 計画で ある 。
（37）早稲 田大学建築学科佐藤 滋研 究室 の こ とで ある 。
（38）「町並み 体験研 究会 亅 と い う名称で 、幹線街路 の 街路 整 備デザ イ ン と沿

道の 景
．
観整備計画の 策 定 を行 っ た 。

（39）市街 地型住宅 の 計画 案を まとめ たもの で あ る。「す ま い づ く り ・まちづ く

り読本」 （平成13年 3 月　二 本松市発行） に掲 載さ れ て い る 。
（40＞協定案 と して 「竹 田 根崎 ら しい 美 しい 景観づ く り10ヶ 条」、協定の 説明沓

として 「す ま い づ く り ・ま ち づ く りポイ ン ト集 亅 を作成 した 。
（41）「輪島

・
都市ル ネ ッ サ ン ス ま ちづく り協議会」 の こ とで あ る。市民代表、

各種 団体代表、専門家、行政等か ら成る36人の 委 員で 構成 され て い る。
（42 ） 「輪 島

・都 市ル ネ ッ サ ンス まち なみ づ く り部会1 の こ と で あ る 。市民 代

　　 ．専門家，行政か ら成 る 14人 の 委員で 構成 され て い る。表，
（43＞「輪風 ・まちづ く り協 定書」 と 「輪風 ・まちづ くり協定運用書亅 に 褐載

さ れ て い る。
（44 ＞3地 区 とも 「建替え ・．修景 に対 する助成金 制度亅 がな かっ たの で、計画

建物の 「審査亅 で はな く 「協議」 と呼ん で い た 。
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